
　　　○下妻市職員等の内部公益通報に関する要綱 

令和８年３月１３日 

告示第３９号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。）

に基づき、職員等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)　職員等　次に掲げる者をいう。 

　ア　下妻市の職員のうち、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項

に規定する一般職の職員及び同条第３項第３号に規定する臨時又は非常勤の職員 

　イ　市の事務事業を受託し、又は請け負った事業者の従業員であって、当該事務事業

に従事するもの 

　ウ　市の施設の指定管理者の従業員であって、当該施設の管理業務に従事するもの 

　エ　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

６０年法律第８８号）に基づき市に派遣された者であって、当該派遣に係る業務に

従事するもの 

　オ　内部公益通報の日前１年以内にアからエまでに掲げる者であった者 

(2)　内部公益通報対象事実　市の事務事業の執行に関する次に掲げる事実をいう。 

　ア　法令（条例、規則等を含む。）に違反し、又は違反するおそれがある事実 

　イ　人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又は害するおそれのある事実 

　ウ　ア及びイに掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実 

(3)　内部公益通報　職員等が、内部公益通報対象事実が生じ、又は正に生じようとして

いると思料するときに行う通報をいう。 

(4)　通報者　内部公益通報を行う職員等をいう。 

　（内部公益通報対応責任者等） 

第３条　内部公益通報への対応に関する事務を総括するため、内部公益通報対応責任者を

置く。 

２　内部公益通報対応責任者は、総務部長をもって充てる。 



３　法第１１条第１項に規定する公益通報対応業務従事者は、総務課の職員のうち人事事

務を担当する職員をもって充てる。 

　（通報窓口等） 

第４条　内部公益通報を受け付け、及びこれに関連する相談に応じる窓口を総務課に置く。 

　（通報の方法等） 

第５条　内部公益通報は、内部公益通報書（様式第１号）により行うものとする。この場

合において、次に掲げる通報は受け付けないものとする。 

(1)　内容が著しく不分明な通報 

(2)　内容が虚偽であることが明らかな通報 

(3)　苦情その他内部公益通報に該当しないもの 

２　内部公益通報をしようとする職員等は、当該通報に当たって内部公益通報対象事実を

証する書類があるときは、当該書類を内部公益通報書に添付するものとする。 

　（通報の受理等） 

第６条　市長は、内部公益通報対象事実に係る通報を受けたときは、遅滞なく、その内容

を審査して、内部公益通報として受理するかどうかを決定し、内部公益通報受理不受理

決定通知書（様式第２号）により通報者に通知するものとする。 

　（調査の実施） 

第７条　内部公益通報対応責任者は、前条の規定により内部公益通報を受理したときは、

遅滞なく、当該通報に係る内部公益通報対象事実に関し、必要かつ相当と認める方法に

より調査を開始するものとする。 

２　前項の調査は、内部公益通報対応責任者が公益通報対応業務従事者のうちから指名し

た職員（以下「調査員」という。）に行わせるものとする。 

３　調査員は、他の職員等に通報者が特定されないように十分に配慮しつつ、必要かつ相

当と認める方法により調査を行うものとする。 

４　調査員は、第１項の調査が終了したときは、内部公益通報調査結果報告書（様式第３

号）により、内部公益通報対応責任者に報告するものとする。 

　（措置の実施） 

第８条　内部公益通報対応責任者は、前条の規定による調査の結果、内部公益通報対象事

実があると認めるときは、内部公益通報対象事実認定報告書（様式第４号）に当該事実

を証明する証拠書類を添えて任命権者に報告しなければならない。 



２　任命権者は、前項の規定による報告があったときは、速やかに是正措置をとるととも

に、必要に応じて内部公益通報対象事実に関係した者の告発その他の再発防止のために

必要な措置を講じなければならない。 

３　市長以外の任命権者は、前項の規定による措置をとったときは、直ちに市長に報告し

なければならない。 

　（結果等の通知） 

第９条　市長は、第７条の規定による調査の結果及び前条の規定による措置の内容につい

て、内部公益通報結果通知書（様式第５号）により、遅滞なく通報者に通知しなければ

ならない。ただし、通報者への通知が困難な場合又は通報者が当該通知を希望しない場

合は、この限りでない。 

　（事務の協力） 

第１０条　市長は、内部公益通報について他の行政機関その他公の機関から調査等の協力

を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。 

　（不利益取扱いの禁止） 

第１１条　職員等は、通報者に対し、内部公益通報及びこれに関連する相談を行ったこと

を理由として、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。 

２　公益通報対応業務従事者は、通報者が明らかでない場合を除き、第６条の規定により

不受理の決定をするまでの間、第８条第１項の規定による報告があるまでの間又は同条

第２項の規定により是正措置をとるまでの間において、通報者が内部公益通報をしたこ

とを理由として不利益な取扱いを受けていないかどうか、必要に応じて確認するものと

する。 

３　任命権者は、第１項の規定に違反した者に対し、懲戒処分その他適切な措置を講ずる

ものとする。 

４　任命権者は、内部公益通報及びこれに関連する相談を行ったことを理由として、通報

者に対する不利益な取扱いが行われた場合には、当該不利益な取扱いを受けた者に対し

て適切な救済及び回復のための措置を講ずるものとする。 

　（秘密の保持等） 

第１２条　内部公益通報に係る事務に従事する職員等は、通報者を特定させる事項を必要

最小限度の範囲を超えて共有してはならない。 

２　内部公益通報に係る事務に従事する職員等は、当該通報に関係する者の秘密、信用、



名誉、プライバシーその他の権利の保護に十分配慮しなければならない。 

３　内部公益通報に係る事務に従事する職員等は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。 

４　内部公益通報に係る事務に従事する職員等は、自らが関係する事案の処理又は相談に

関与してはならない。 

　（運用状況の公表） 

第１３条　市長は、毎年度、内部公益通報に関する秘密保持等に支障が生じない範囲にお

いて、内部公益通報の件数及びその概要について公表するものとする。 

　（補則） 

第１４条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

　　　付　則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。



様式第１号（第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取扱注意 
内部公益通報書 

 通 報 日 　　　　年　　月　　日

 

通 報 者 の 種 別

□市職員（□一般職員　□非常勤特別職　□その他（　　　　）） 
□受託事業者従業員（社名：　　　　　　　　　　　　　　　　） 
□指定管理者従業員（社名：　　　　　　　　　　　　　　　　） 
□派遣労働者　　　（社名：　　　　　　　　　　　　　　　　） 
□その他（市との関係：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 通 報 者 の 住 所 
及 び 氏 名

住　　所 
氏　　名

 

希望する連絡の方法

□郵送（自宅）　　□電子メール　　□ＦＡＸ 

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

 （連絡先電話番号等） 

 
通報の対象となる部署

 

通 報 の 内 容

①　内部公益通報対象事実は 
□生じている。　　□生じようとしている。 
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 
い つ 
ど こ で 
誰 が 
何 を 
どうした 

②　対象となる法令違反等 
 
③　内部公益通報対象事実を知った経緯 
 
④　特記事項 
 
 
※証拠書類　　　　　　　　　□あり　　　　　□なし 
※通報の受理・不受理の通知　□希望する。　　□希望しない。 
※調査結果・措置の通知　　　□希望する。　　□希望しない。



様式第２号（第６条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　様 

 

下妻市長　　　　　　　　　　　□印 　　 

 

 

内部公益通報受理不受理決定通知書 

 

　　　　　年　　月　　日付けで受け付けた通報については、下記のとおり決定したので、

下妻市職員等の内部公益通報に関する要綱第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

１　内部公益通報として受理しました。 

 

２　次の理由により、内部公益通報として受理しませんでした。 

　（理由） 

 

 



様式第３号（第７条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取扱注意 

年　　月　　日　 

　内部公益通報対応責任者　様 

 

調査員職氏名　　　　　　　　　　　　　 

 

内部公益通報調査結果報告書 

 

　　　　　年　　月　　日付けで受理した内部公益通報に係る内部公益通報対象事実につ

いて調査が終了したので、下妻市職員等の内部公益通報に関する要綱第７条第４項の規定

により報告します。 

 通 報 者 の 住 所 

及 び 氏 名

住　　所 

氏　　名

 
通報の対象となる部署

 

通 報 の 内 容

 

調
査
に
関
す
る
事
項

調査期間

 

調査方法

 

調査結果

内部公益通報対象事実の有無　　□あり　　　□なし



様式第４号（第８条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取扱注意 

年　　月　　日　 

　任命権者　様 

 

内部公益通報対応責任者　　　　　　　　　　　　　 

 

内部公益通報対象事実認定報告書 

 

　　　　　年　　月　　日付けで受理した内部公益通報について調査した結果、内部公益

通報対象事実があると認めるため、下妻市職員等の内部公益通報に関する要綱第８条第１

項の規定により報告します。 

 通 報 者 の 住 所 

及 び 氏 名

住　　所 

氏　　名

 通報の対象となる部署

 

通 報 の 内 容

 
調 査 期 間

 

調 査 結 果

 
備 考



様式第５号（第９条関係） 

年　　月　　日　 

　　　　　　　　　　様 

 

下妻市長　　　　　　　　　　　□印 　　 

 

内部公益通報結果通知書 

 

　　　　　年　　月　　日付けで受理した内部公益通報に係る調査の結果及び措置の内容

について、下妻市職員等の内部公益通報に関する要綱第９条の規定により通知します。 

 

調査の結果

内部公益通報対象事実　□あり　　□なし 

（特記事項） 

 

措置の内容

 

備 考


